
 

第１２回 二ヶ領用水総合基本計画推進会議 運営委員会 次第 

 

日時：令和６年９月４日（水）    

場所：中原区役所５階 ５０３会議室 

 

 

 

 

次  第 

 

１ 開会挨拶 

 

 

２ 二ヶ領用水総合基本計画の施策進捗管理について     【資料①】 

 

 

３ 令和６年度における二ヶ領用水総合基本計画の取組み等  【資料②～⑦】 

 

 

４ その他連絡事項 

（１）市制１００周年記念での取組みについて      【資料⑧】 

（２）緑化フェアに関する取組みについて        【資料⑨】 

（３）久地円筒分水における人道橋設置について     【資料⑩】 

（４）河川樹木の寄附制度について           【資料⑪】 

（５）クビアカツヤカミキリについて          【資料⑫】 

 

 

５ 質疑応答 



二ヶ領用水総合基本計画推進会議設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 二ヶ領用水総合基本計画（以下「基本計画」という。）の基本理念である「水文化都市川崎

の創造」の実現に向け、行政と市民が連携・協働し各施策を着実に推進していくため、「二ヶ領

用水総合基本計画推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について所掌する。 

（１）各施策内容の進捗管理と課題解決に関すること。 

（２）行政と市民の取組みに関する情報交換 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、別表１の委員をもって組織する。 

２ 推進会議には、委員長を置き、委員長は建設緑局道路河川整備部河川課長をもって充てる。 

３ 推進会議は委員長が召集し、その議長となる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（関係者の出席） 

第５条 推進会議の議長は、審議のため必要があると認めるときは、学識経験者、関係者の出席を

求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 

（運営委員会） 

第６条 推進会議は、各施策内容を進めるにあたり問題となる事項の解決に向け、検討を行う運営

委員会を設置することができる。 

２ 運営委員会は別表２の委員をもって組織する。 

３ 運営委員会には座長を置き、座長は建設緑政局道路河川整備部河川課の係長又は課長補佐職員

をもって充てる。 

４ 運営委員会は、座長が必要に応じ召集し、その議長となる。 

５ 運営委員会の座長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見または説明

を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第７条 推進会議の庶務は建設緑政局道路河川整備部河川課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が推進会議

に諮って定める。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２６年４月１８日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、平成３０年８月２７日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



 

 
 

（附則） 

この要綱は、令和５年７月２９日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、令和６年３月１３日から施行する。 



 

 
 

別表１ 二ヶ領用水総合基本計画推進会議委員 

  所  属  等 

１ 市民団体等の 

代表者 

二ヶ領用水・中原桃の会 

２ NPO法人多摩川エコミュージアム 

３ 二ヶ領用水総合基本計画検討委員会市民会議 

４ シニアの「ちから」ネットワーク・中原 

５ 二ヶ領用水ウォッチング•フォーラム 

６ 登戸台和町会 

７ 行政 川崎区役所まちづくり推進部企画課長 

８ 幸区役所まちづくり推進部企画課長 

９ 中原区役所まちづくり推進部企画課長 

１０ 高津区役所まちづくり推進部企画課長 

１１ 多摩区役所まちづくり推進部企画課長 

１２ 建設緑政局総務部企画課長 

１３ 川崎区役所道路公園センター整備担当課長 

１４ 幸区役所道路公園センター整備担当課長 

１５ 中原区役所道路公園センター整備担当課長 

１６ 高津区役所道路公園センター整備担当課長 

１７ 多摩区役所道路公園センター整備担当課長 

その他委員長の指定する者 

 



 

 
 

別表２ 二ヶ領用水総合基本計画推進会議運営委員 

  所  属  等 

１ 市民団体等の 

代表者 

 

二ヶ領用水・中原桃の会 

２ NPO法人多摩川エコミュージアム 

３ 二ヶ領用水総合基本計画検討委員会市民会議 

４ 久地第２町会 

５ 宿河原町会 

６ シニアの「ちから」ネットワーク・中原 

７ 二ヶ領用水ウォッチング•フォーラム 

８ 登戸台和町会 

９ 行政 川崎区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 

１０ 幸区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１１ 中原区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１２ 高津区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１３ 多摩区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１４ 建設緑政局総務部企画課 河川計画担当係長 
１５ 川崎区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１６ 幸区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１７ 中原区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１８ 高津区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１９ 多摩区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
その他委員長の指定する者 

 

 



二ヶ領用水総合基本計画 実施計画について

 平成２５年３月に改定された二ヶ領用水総合基本計画では、基本理念・基本方針を実現するための推進施策が整理されている（ ８０件） 。
 これまで、二ヶ領用水総合基本計画推進会議において、進捗管理必要施策を抽出し、進捗状況の確認を行っている（４０件）。
 更に効果的な施策推進のため、今後１０年間の実施計画を作成する（１１件）。

１．重点施策の選定について

１）選定の考え方

２）施策選定

２．実施計画

番
号

施策名称

スケジュール（令和/年度）

市の主な担当前期 中期 後期

29～31 2～4 5～7

1 土木遺産
各区役所
建）企画課、河川課

2 文化財 建）企画課

3 フェンス 各区役所

4 樹木更新 各区役所

5
ホームペー
ジ

建）河川課

6 勉強会・講座 各区役所

7
ルートマッ
プ

各区役所

8 一斉清掃
各区役所
建）企画課、河川課

9 平間整備
幸区役所
建）企画課、河川課

10 トイレ・水道 建）企画課

11
消火用水・
取水ピット

建）河川課

備 考 建）企画課、他

重点施策

実施計画により推進を図る １１件

進捗管理必要施策

施策展開シート記入により進捗管理 ４０件

全施策

二ヶ領用水を守る・活かす・整える ８０件

施策体系概念図

全施策８０件

進捗管理必要施策
４０件

重点施策
１１件

※破線部は必要に応じ追加

番号
方
針

施策名称 主な取組み内容

1

守
る

選奨土木遺産の認定を受けた活用 銘板の設置、継続的な広報

2 文化財の指定・登録 文化財指定・登録に向けた調査・検討

3 周辺状況にあったフェンスの改修 フェンスの更新

4 樹木の更新 樹木診断及び伐採業務

5

活
か
す

二ヶ領用水に関するＨＰの創設 随時更新、継続的な広報

6 勉強会・講座等の開催 開催の調整

7 各区でのルートマップ作成 ルートマップの検討及び作成

8 二ヶ領用水一斉清掃の実施 試行的な取り組みの推進

9

整
え
る

平間配水所周辺整備 工事の実施、継続的な広報

10 トイレや水道の設置 案内板の検討及び設置等

11
消火用水としての活用
取水ピットの整備

必要性の検討及び設置

計画の見直し検討
（必要に応じ改定）

設
置

継続的な広報活動
の実施

調査・
検討

（調査・検討結果により）

施策推進

更新

調査・
検討

樹木点検・更新

樹木診断・
点検・更新

更新・継続的な
広報活動の実施

施策推進

施策推進

施策推進

検
討

整備

継続的な広報活動の実施

案内板設置等

調査・
検討

（調査・検討結果により）施策推進

上記、１１件の各施策について、重点的に施策の推進を図っていく。

※現時点での実現性が高いことや議論の中心となっている施策を抽出

調査・
検討

調査・
検討

調査・
検討

　　　２
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 実施計画に揚げた１１件について現在の進捗状況を示す
 １ １件中５件は完了、６件は継続となっている。

３．実施計画進捗状況

番号 施策名称

スケジュール（令和/年度）

進捗状況 課題など 市の主な担当前期
２９～３１

中期
２～４

後期
５～７

1 土木遺産 完了
各区役所

建）企画課、
河川課

2 文化財 完了
●川崎市管理区間以外に
ついて

建）企画課

3 フェンス 継続
●補修箇所が広範囲の
為、複数年で実施

各区役所

4 樹木更新 継続
●河川維持管理実施計画を
策定、不健全な樹木を中心
に伐採などを実施

各区役所

5
ホームペー

ジ
継続 建）河川課

6
勉強会・講

座
継続 各区役所

7
ルートマッ

プ
継続 各区役所

8 一斉清掃 継続

●助成制度の活用がないか
●団体の負担増
●主体を行政にしてほしい
など

各区役所
建）企画課

河川課

9 平間整備 完了
幸区役所
建）企画課

河川課

10
トイレ・水

道
完了 建）企画課

11
消火用水・
取水ピット

完了 建）河川課

備 考 建）企画課、他
計画の見直し

（必要に応じ改定）

設
置

継続的な広報活動
の実施

調査・
検討

（調査・検討結果により）

施策推進

更新

調査・
検討

樹木点検・更新

樹木診断・
点検・更新

更新・継続的な
広報活動の実施

施策推進

施策推進

施策推進
検
討

整備
継続的な広報活動の実施

案内板設置等
調査・
検討

（調査・検討結果により）施策推進

調査・
検討

調査・
検討

調査・
検討



R6河川樹木診断の実施
対象範囲：二ヶ領用水全域
対象樹木：Ｂ１、Ｂ２判定（６９９本予定）

　　　３
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※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的

小・中学校、さいわい花クラブ実行委員及び区役所が協働で公共の花壇に花
を植えることにより、児童・生徒の環境教育の実践活動や地域緑化活動への
意識高揚を図りながら、区民参加型のまちづくりを推進する。併せて、多様
な主体が参加することにより、世代を超えた交流を図る。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①：【守る】「適正な植生の管理」

施策進捗に
おける課題

川崎市幸区下平間143付近と幸区新塚越1－2－2付近

平成９年６月　～　令和６年７月

関連施策項目

下平間小学校では２年生の恒例事業として、塚越中学校では委員会活動の一
環として定着しており、上級生や卒業生も含めて、自らが植えた花壇へ関心
を持ち、手入れ時に声をかけてくる子どもたちも少なくない。引き続き実施
していくことで、地域への愛着心や世代を超えた交流も期待できる。

連絡先 連絡先　044－556-6606（内線：６２３５５）

夏季に水やりや手入れをさいわい花クラブ実行委員会メンバーが手分けして
行っているが、メンバーは高齢者が多く、炎天下における作業が負担となっ
ている。また、塚越中学校緑化委員が植えた花壇については、植え付け後、
管理等を行う団体はおらず、花壇の手入れが十分に行き届いていない状況で
ある。

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　芝田　輝亮

公共花壇花植え事業

履行場所

実施期間

大師堀公共花壇において、春と秋に花植え事業を実施している。
令和６年6月には、さいわい花クラブ実行委員会と下平間小学校92名との
協働で花植え事業を実施した。また、７月に塚越中学校緑化委員２０名によ
る花植え事業も実施した。
同年11月、12月にさいわい花クラブ実行委員会と下平間小学校生徒及び塚
越中学校緑化委員と花植え実施予定。
なお、春と秋の小学校との花植えについては、川崎信用金庫鹿島田支店から
それぞれ約2万円相当分の花苗の提供を受けている。

提出日　令和6年 8月 30日

施策効果
季節ごとに植え替えを行うことで、近隣の住民や通学中の児童・生徒に四季
を通じて楽しんでもらえ、緑化意識及び環境美化意識の高揚につなげてい
る。

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 幸区役所地域振興課

資料③－１
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ニヶ領用水　除草工（人力）

ニヶ領用水　剪定



資料④－１



中原区

建

区

002小倉跨線

003鹿島田跨線橋

001南武橋

002鹿島田橋

004朱印橋

005三八子橋

009長寿橋

010さくら橋

006八兵衛橋

007-1矢上橋
007-2矢上橋側道橋

011瓦斯橋

012上平間橋

013大鹿橋

014御幸跨線橋

001市ノ坪跨線橋

001市ノ坪1号橋
002昭和橋

003苅宿1号橋

004和合橋
005市ノ坪2号橋

006市ノ坪3号橋
007市ノ坪4号橋

008仲よし橋

009今市橋

010今井中央橋

052日吉橋
053木月橋

007新矢上橋

054中吉橋
055上田橋

056山下橋

057大正橋
058井田桜橋

059昭和橋

060伊勢台人道橋

061井田中ノ町1号橋

062井田杉山町1号橋

063井田杉山町2号橋

051渋川橋

009石神橋

050八幡橋

006櫓橋

046幸橋

047稲荷橋

048子の神橋

049木月1号橋

037住吉橋

038南橋

039巽橋

040伊勢橋

041祇園橋

042矢倉橋

043東横橋

044桜橋
045田中橋

036桜橋

008神地橋

019上小田中3号橋
018上小田中2号橋

017上小田中1号橋
016松尾橋

015山王橋

014今井上橋
073今井1号橋

013今井仲橋
012小杉町1号橋

011今井南橋

020白田橋

021宮内1号橋

022上小田中4号橋

023上小田中5号橋

024上小田中6号橋

025薬師橋

026宮内2号橋
027家内橋

028上家内橋

029宮内3号橋

030宮内4号橋

035竹橋

034宮内7号橋
074大ヶ谷戸橋

033宮戸橋

032宮内6号橋
031宮内5号橋072宮内8号橋

064新城1号橋

002上子橋

003上丸子橋

004上丸子跨線橋

037北見方7号橋

橋

新作4号橋
0新作3号橋
79新作2号橋

8新作1号橋

070三荷座橋

077千年9号橋

076千年8号橋

075千年7号橋

074千年6号橋

073千年5号橋 067千年2号橋

068千年3号橋

069千年4号橋

006千年橋

007野川橋

056野川2号橋

055野川1号橋

008十勝橋
071山崎橋

054住吉橋

052大日橋

053五月橋
051五反田橋

050西ヶ崎橋

049上鷹の巣橋

014鷹の巣橋

048橘橋

丸子橋(都)

一本橋(横)

0 1000 1500m500 500

川崎市橋梁位置
　＜中原区＞

管理用通路舗装

防護柵補修その１

防護柵補修その２
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二ヶ領用水護岸天端補強（防護柵）工事
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二ヶ領用水（宿河原線）
樹木管理業務委託

二ヶ領用水（宿河原線）親水施設改良工事

二ヶ領本川（上河原線）護岸
天端補強（防護柵）工事

二ヶ領本川（上河原線）人道橋改修設計委託

二ヶ領用水（宿河原線）親水
施設改良（その２）工事

R6 多摩区役所道路公園センター管内 二ヶ領用水施策状況
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建設緑政局★

1 事業アイデアの概要

2 関連するアクション

3 100周年後の展望（行動→文化）

5 事業アイデアのイメージ

※関連する取組を合わせて実施することにより関連するアクションも増加

4 スケジュールイメージ
プレ

（R5）
周年

（R6）
アフター

（R7 ）

 めざす姿 
ボランティア団体と大学生や地域等が連携し、二ヶ領用水の歴史を継承しながら、いつまでも誰もが心安らげる河川を実現

ふれよう・つなごう、川崎の宝 二ヶ領用水(美しい河川)

・二ヶ領用水は、文化財登録（国登録記念物（遺跡関係））さ
れ、市民の「地域の貴重な水と緑の空間」として親しまれており、様々
な活動が実施されていました。しかし、既存イベントは、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により中止が相次いでいます。
・１００周年を機に、二ヶ領用水に関連したイベントを復活するととも
に、二ヶ領用水の歴史に触れ、未来を考える機会を創出します。

・ボランティア団体が実施している清掃活動を大学生や子供等と一緒
に行い、併せて、二ヶ領用水の歴史を学ぶとともに文化財としての二ヶ
領用水についても継承を図る。
・結果を踏まえ、市内の様々な大学への展開、区との連携を検討する。

実施のための枠組みづくり、場所等の選定

実証実験の実施

継続的な事業実施の検討

・１００周年で復活させるイベントや協力いただく大学を決定し、新
たな価値を加味した内容とする。
・大学生とボランティアを結びつけることにより、Twitterなど新たな広
報媒体を取り入れることにより、一人でも参加できる環境を整える。
・大学生等が河川で何をしたいのか等のニーズを把握し、ニーズに応
えられるように検討を行い、行政と一体となった取組を行っていく。

既存イベントの活用（多世代交流）

　　　４
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円筒分水への人道橋設置について 

 
久地円筒分水は、平成１８年度に「二ヶ領用水久地円筒分水環境整備基本計画」を策定し、

現在の形に整備しましたが、当時、景観上の理由から整備を見送った東側小橋について、地

域からの要望があり、整備を検討しています。 

 

 

 

 

東側小橋 
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公園緑地等における寄附受納に関する事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建設緑政局が所掌する事務に対して、市民（企業その他の団体を含む。）

から寄せられる寄附受納について、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定める。 

（申入れ） 

第２条 寄附をする者は、寄附申請書（様式１）を提出するものとする。 

２ 寄附をする者が前項の申請をしようとするときは、所管の各道路公園センター等へ事前

相談をするものとする。 

（受納の決定） 

第３条 受納の決定は、川崎市事務決裁規程（昭和４１年４月２５日訓令第８号）の定める

ところによる。 

（受納書） 

第４条 寄附を受納した場合は、寄附受納決定通知書（様式３）を寄附者に交付する。 

（寄附者への謝意） 

第５条 寄附者への謝意については、市長名の礼状（様式４）をもって行う。 

２ 礼状の他、特に必要と認めたときは感謝状を贈呈することができる。 

（報告） 

第６条 受納後の処理経過、結果等について、寄附物件受納報告書（様式５）により建設緑

政局長まで報告するものとする。 

（事務） 

第７条 受納にかかわる事務は、各事業所管課が行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、受納に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年〇月〇日より施行する。 

（案）
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建設緑政局

所管課

事前相談 受納可否を確認 ※必要に応じで協議

相談結果を申請者
へ回答

寄附申請書提出 申請書の受理

※様式１号

寄附受納手続依頼書
作成及び提出

依頼書の受理

※様式２号

寄附受納決定伺決裁

寄附受納決定書受取り 寄附受納承諾連絡
寄附受納決定書
作成及び送付

※様式３号

寄附物件 寄附受納

受納完了後
写真等送付

写真等で受納確認

礼状の作成

※様式４号

礼状の受取り 礼状の写しを受理 礼状の送付

寄附物件受納報告
書による報告

※様式５号

財産台帳及び都市
公園台帳への登載

申　請　者 道路公園センター
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